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第
一
条
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

」
を
「
同
項
」
に
改
め
る

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
」
に
改
め
る
。

た
め
の
教
育
を
、
基
礎
的
又
は
共
通
し
て
履
修
さ
せ
る
べ
き
も
の
か
ら
応
用
的
又
は
選
択
に
よ
り
履
修
さ
せ
る
べ
き
も
の
へ

と
段
階
的
か
つ
体
系
的
に
実
施
す
る
と
と
も
に
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

（
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

「
（
専
門
的
な
法
律
の
分
野
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
」
に
、
「
次
条
第
三
項

第
二
条
中
「
こ
た
え
る
」
を
「
応
え
る
」
に
、
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
及
び
そ
の
」
を

第
三
条
第
一
項
中
「
並
び
に
」
を
「
（
第
六
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
連
携
法
曹
基
礎
課
程
に
お
け
る
教
育
の
充
実

か
ん

第
四
条
中
「
の
っ
と
り
」
の
下
に
「
、
法
科
大
学
院
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
学
識
及
び
能
力
並
び
に
素
養
を
酒
養
す
る

一
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁
護
士
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
共
通
し
て
必
要
と
さ
れ
る
学
識
等
（
専
門
的
な
法
律
知
識
そ

法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

◎
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務
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
」
に
、
「
法
務
大
臣
に
対
し
、
協
議
を
求
め
る
」
を
「
法
科
大
学
院
の
学
生
の
収
容
定
員
の
総

究
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
の
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
「
同
法
」
を
「
学
校
教
育
法
」
に
改
め
、
同
項
を
同

数
そ
の
他
の
法
曹
の
養
成
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
相
互
に
協
議
を
求
め
、
又
は
大
学
そ
の
他
の
法
曹
の
養
成
に
関
す
る

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

を
削
り
、
「
（
こ
れ
」
を
「
及
び
第
四
条
に
規
定
す
る
大
学
の
責
務
（
こ
れ
ら
」
に
改
め
、
「
同
法
第
三
条
に
規
定
す
る
」

機
関
の
意
見
を
聴
く
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
教
育
課
程
、
教
員
組
織
そ
の
他
」
及
び
「
（
以
下
単
に
「
教
育
研
究
活
動
の
状
況
」
と
い
う
。
）
」

第
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「
学
校
教
育
法
第
三
条
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
文
部
科
学
大
臣
」
を
「
法

か
ん

二
前
号
に
掲
げ
る
学
識
等
の
基
盤
の
上
に
酒
養
す
べ
き
次
に
掲
げ
る
学
識
等
及
び
能
力
並
び
に
素
養

イ
専
門
的
な
法
律
の
分
野
に
関
す
る
学
識
等

の
他
の
学
識
並
び
に
法
的
な
推
論
、
分
析
、
構
成
及
び
論
述
の
能
力
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ
法
的
な
推
論
、
分
析
及
び
構
成
に
基
づ
い
て
弁
論
を
す
る
能
力

ノ、

法
律
に
関
す
る
実
務
の
基
礎
的
素
養

ｌ「
、
学
校
教
育
法
第
百
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
証
評
価
機
関
が
行
う
法
科
大
学
院
の
教
育
研

一

,』 一・口泊

I

、〆

〆

〆

(_ノ

－2－



条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
五
条
法
科
大
学
院
を
設
置
す
る
大
学
は
、
当
該
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
の
充
実
及
び
将
来
の
法
曹
と
し
て
の
適
性

２
学
校
教
育
法
第
百
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
証
評
価
機
関
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
認
証
評
価
機
関
」
と
い
う
。
）

第
五
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

成
連
携
協
定
に
お
い
て
当
該
連
携
法
科
大
学
院
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
の
実
施
状
況
を
含
め
て
行
う
も
の
と
す

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
証
評
価
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
認
証
評
価
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
認
定
法
曹
養

第
四
条
の
次
に
次
の
七
条
を
加
』

が
行
う
認
定
法
曹
養
成
連
携
協
定
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
連
携
法
科
大
学
院
の
教
育
研
究
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
の
同
条

を
有
す
る
多
様
な
入
学
者
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

ブ
（
）
０

二
当
該
法
科
大
学
院
に
お
け
る
成
績
評
価
の
基
準
及
び
実
施
状
況

一
当
該
法
科
大
学
院
の
教
育
課
程
並
び
に
当
該
教
育
課
程
を
履
修
す
る
上
で
求
め
ら
れ
る
学
識
及
び
能
力

（
法
科
大
学
院
の
教
育
課
程
等
の
公
表
）

’
え
ス
話

、

、

ｆ

／
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第
六
条
法
科
大
学
院
を
設
置
す
る
大
学
は
、
当
該
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
と
の
円
滑
な
接
続
を
図
る
た
め
の
課
程
を

２
法
曹
養
成
連
携
協
定
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

関
す
る
協
定
（
以
下
「
法
曹
養
成
連
携
協
定
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
、
当
該
法
曹
養
成
連
携
協
定
が
適
当
で
あ
る
旨
の

置
こ
う
と
す
る
大
学
と
、
当
該
課
程
に
お
け
る
教
育
の
実
施
及
び
当
該
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
と
の
円
滑
な
接
続
に

文
部
科
学
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
当
該
法
科
大
学
院
に
お
け
る
修
了
の
認
定
の
基
準
及
び
実
施
状
況

五
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項

四
当
該
法
科
大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
者
の
進
路
に
関
す
る
状
況

二
連
携
法
科
大
学
院
の
入
学
者
に
求
め
ら
れ
る
基
礎
的
な
学
識
及
び
能
力
を
修
得
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
教
育
を
行
う

一
法
曹
養
成
連
携
協
定
の
目
的
と
な
る
法
科
大
学
院
（
以
下
「
連
携
法
科
大
学
院
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
法
科
大
学

（
法
曹
養
成
連
携
協
定
の
締
結
等
）

院
に
お
け
る
教
育
と
の
円
滑
な
接
続
を
図
る
た
め
の
大
学
の
課
程
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
連
携
法
曹
基
礎
課
程
」

と
い
う
。

ー

（
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３
文
部
科
学
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
に
係
る
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ

八 七
法
曹
養
成
連
携
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置

六
法
曹
養
成
連
携
協
定
の
有
効
期
間

る
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

五
連
携
法
曹
基
礎
課
程
を
修
了
し
て
連
携
法
科
大
学
院
に
入
学
し
よ
う
と
す
る
者
を
対
象
と
す
る
入
学
者
選
抜
の
方
法

三
連
携
法
曹
基
礎
課
程
に
お
け
る
成
績
評
価
の
基
準

四
連
携
法
曹
基
礎
課
程
に
お
け
る
教
育
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
連
携
法
科
大
学
院
を
設
置
す
る
大
学
の
協
力
に
関
す

一
連
携
法
科
大
学
院
を
設
置
す
る
大
学
が
、
当
該
連
携
法
科
大
学
院
の
教
育
課
程
、
教
員
組
織
そ
の
他
教
育
研
究
活
動

礎
課
程
に
お
け
る
教
育
と
の
円
滑
な
接
続
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項

た
め
の
連
携
法
曹
基
礎
課
程
に
お
け
る
教
育
課
程
の
編
成
そ
の
他
の
連
携
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
と
連
携
法
曹
基

る
事
項

の
状
況
（
第
十
二
条
に
お
い
て
単
に
「
教
育
研
究
活
動
の
状
況
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
学
校
教
育
法
第
百
九
条
第

そ
の
他
必
要
な
事
項

（ I

卓
ｂ
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第
七
条
連
携
法
科
大
学
院
を
設
置
す
る
大
学
は
、
前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
法
曹
養
成
連
携
協
定
に
お
い
て
定
め
た

２
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
変
更
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
連
携
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
と
連
携
法
曹
基
礎
課
程
に
お
け
る
教
育
と
の
円

三
法
曹
養
成
連
携
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
そ
の
他
の
法
曹
養
成
連
携
協
定
の
内
容
が
、
連
携
法
曹
基
礎
課
程
の

二
連
携
法
曹
基
礎
課
程
を
修
了
し
て
連
携
法
科
大
学
院
に
入
学
し
よ
う
と
す
る
者
を
対
象
と
す
る
入
学
者
選
抜
に
関
し

（
認
定
の
取
消
し
）

（
法
曹
養
成
連
携
協
定
の
変
更
）

学
生
の
不
利
益
と
な
ら
な
い
よ
う
配
盧
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
連
携
法
曹
基
礎
課
程
に
お
け
る
科
目
の
単
位
の
修
得
の
状
況
を
踏
ま
え
た

六
項
に
規
定
す
る
適
合
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

滑
な
接
続
に
資
す
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

選
抜
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
罰

＜
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第
八
条
文
部
科
学
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
六
条
第
一
項
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が

第
十
条
大
学
は
、
そ
の
設
置
す
る
法
科
大
学
院
の
入
学
者
の
適
性
の
適
確
な
評
価
及
び
多
様
性
の
確
保
に
資
す
る
よ
う
、

第
九
条
法
科
大
学
院
を
設
置
す
る
大
学
は
、
そ
の
設
置
す
る
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
と
の
円
滑
な
接
続
を
図
る
た
め

と
な
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
協
力
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

二
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
認
定
法
曹
養
成
連
携
協
定
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
事
項
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と

で
き
る
。

の
課
程
を
置
き
法
曹
養
成
連
携
協
定
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
大
学
に
対
し
、
当
該
課
程
の
教
育
課
程
の
編
成
に
関
し
参
考

一
第
六
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
法
曹
養
成
連
携
協
定
（
前
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変

（
職
業
経
験
を
有
す
る
者
等
へ
の
配
慮
）

（
法
曹
養
成
連
携
協
定
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
大
学
に
対
す
る
協
力
）

条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
。

更
後
の
も
の
。
次
号
及
び
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
「
認
定
法
曹
養
成
連
携
協
定
」
と
い
う
。
）

認
め
る
と
き
。

ヴ ■_
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第
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第
二
条
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
文
部
科
学
大
臣
は
、
法
科
大
学
院
に
係
る
学
校
教
育
法
第
三
条
に
規
定
す
る
設
置
基
準
（
以
下
単
に
「
設
置
基

す
る
適
切
な
配
慮
を
行
う
も
の
と
す
る
。

入
学
者
選
抜
の
実
施
方
法
、
実
施
時
期
そ
の
他
の
入
学
者
選
抜
の
実
施
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
者
に
対

第
五
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

大
学
の
責
務
を
踏
ま
え
た
も
の
と
な
る
よ
う
に
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

準
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
と
き
は
、
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
が
法
曹
養
成
の
基
本
理
念
及
び
第
四
条
に
規
定
す
る

三
学
校
教
育
法
第
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
大
学
を
卒
業
し
て
法
科
大
学
院
に
入
学
し
よ
う
と
す
る
者
及
び
同
法
第
百

二
法
学
を
履
修
す
る
課
程
以
外
の
大
学
の
課
程
を
修
了
し
て
法
科
大
学
院
に
入
学
し
よ
う
と
す
る
者

四
当
該
法
科
大
学
院
に
お
け
る
司
法
試
験
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に

一
就
業
者
そ
の
他
の
職
業
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
法
科
大
学
院
に
入
学
し
よ
う
と
す
る
者

（
法
科
大
学
院
に
係
る
設
置
基
準
）

二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
科
大
学
院
に
入
学
し
よ
う
と
す
る
者

／ ‐，
｛
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第
四
条
司
法
試
験
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

が
定
め
る
も
の
に
基
づ
き
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
及
び
資
質
を
有
す
る
と
認
め
る
も
の
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
門
職
大
学
院
で
あ
っ
て
、
法
曹
に
必
要
な
学
識
及
び
能

３
法
務
大
臣
は
、
司
法
試
験
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
法
務
省
令
を
制
定
し
、
又
は
こ
れ
を
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き

（
学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
）

（
司
法
試
験
法
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
一
条
第
三
項
中
「
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
科
大
学
院
課
程
」
を
「
法
科
大
学
院
（
学
校
教
育
法
（
昭
和

第
百
二
条
第
二
項
中
「
も
の
」
の
下
に
「
（
当
該
単
位
の
修
得
の
状
況
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
大
臣

法
務
大
臣
に
対
し
、
必
要
な
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
文
部
科
学
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
文
部
科
学
大
臣
は
、

よ
る
認
定
の
基
準
及
び
実
施
状
況

（

I 1
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、
「
同
項
各
号
」
を
「
第
一
項
各
号
」
に
、
「
法
科
大
学
院
課
程
」
を
「
法
科
大
学
院
の
課
程
」
に
、
「
又
は
」
を
「
若
し

力
を
培
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。
第
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
課
程
」
に
改
め
る
。

門
職
大
学
院
で
あ
っ
て
、
法
曹
に
必
要
な
学
識
及
び
能
力
を
培
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。
）
」
及
び
「
（
次
項

』
え
ス
》
。

院
を
設
置
す
る
大
学
の
学
長
の
認
定
」
を
加
え
、
「
前
項
各
号
」
を
「
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
「
定
め
る
期
間
」
の
下
に

く
は
」
に
改
め
、
「
合
格
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
科
大
学
院
の
課
程
の
在
学
及
び
当
該
法
科
大
学

に
お
い
て
「
法
科
大
学
院
課
程
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
を
「
第
一
項
又
は
第
二
項
の
」

し
、
又
は
退
学
し
た
後
の
期
間
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
司
法
試
験
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
、
第
二
号
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
受
け
る
こ

ゴ

「
又
は
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
期
間
（
同
号
の
最
初
に
司
法
試
験
を
受
け
た
日
に
在
学
す
る
法
科
大
学
院
の
課
程
を
修
了

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専

第
三
条
第
二
項
第
四
号
を
削
る
。

と
が
で
き
る
。

（ ｝

(~ノ
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３
前
項
の
規
定
に
よ
り
司
法
試
験
を
受
け
た
者
が
同
項
第
一
号
の
法
科
大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
場
合
に
お
け
る
第
一

第
五
条
第
三
項
第
一
号
中
「
前
項
各
号
」
を
「
前
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と

項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
そ
の
修
了
の
日
後
の
最
初
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
項
の
規
定
に
よ

り
最
初
に
司
法
試
験
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
の
」
と
す
る
。

こ
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
前
号
の
法
科
大
学
院
の
課
程
に
在
学
し
て
い
る
間
に
最
初
に
司
法
試
験
を
受
け
た
日
の
属
す

一
法
科
大
学
院
の
課
程
に
在
学
す
る
者
で
あ
っ
て
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
法
科
大
学
院
を
設
置

す
る
大
学
の
学
長
が
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
に
つ
い
て
認
定
を
し
た
も
の

イ
当
該
法
科
大
学
院
に
お
い
て
所
定
科
目
単
位
（
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁
護
士
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
な
学

る
年
の
四
月
一
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間

ロ
司
法
試
験
が
行
わ
れ
る
日
の
属
す
る
年
の
四
月
一
日
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
法
科
大
学
院
の
課
程
を
修
了
す
る
見

識
及
び
そ
の
応
用
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
司
法
試
験
に
よ
り
判
定
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
法
務
省
令

込
み
が
あ
る
こ
と
。

で
定
め
る
科
目
の
単
位
を
い
う
。
）
を
修
得
し
て
い
る
こ
と
。

、
１
１
１

ｊ

）

ｉ
ｉ
ｉ
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1

第
五
条
裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

学
院
で
あ
っ
て
、
法
曹
に
必
要
な
学
識
及
び
能
力
を
培
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
課
程
を
修
了
し
た
も
の

項
の
規
定
に
よ
り
司
法
試
験
を
受
け
、
こ
れ
に
合
格
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
合
格
の
発
表
の
日
の
属
す
る
年
の
四
月
一

号
若
し
く
は
第
五
項
」
に
改
め
る
。

し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

日
以
降
に
法
科
大
学
院
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
門
職
大

（
裁
判
所
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条
中
「
第
三
条
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
三
項
又
は
前
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
又
は
前
条
第
三
項
第
二

第
六
十
六
条
第
一
項
中
「
合
格
し
た
者
」
の
下
に
「
（
司
法
試
験
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）
第
四
条
第
二

二
専
門
的
な
法
律
の
分
野
に
関
す
る
科
目
と
し
て
法
務
省
令
で
定
め
る
科
目
の
う
ち
受
験
者
の
あ
ら
か
じ
め
選
択
す
る

附 一
科
目則

（ 1

k』
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第
一
条
こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

第
二
条
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
項

の
他
の
行
為
は
、く

２
法
務
大
臣
は
、

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

三
第
二
条
、
第
四
条
（
前
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
第
五
条
並
び
に
附
則
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規

に
お
い
て
「
第
一
条
改
正
後
連
携
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ

二
第
四
条
中
司
法
試
験
法
第
五
条
の
改
正
規
定
平
成
三
十
三
年
十
二
月
一
日

一
第
一
条
中
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
四
項
の
改
正
規
定
及
び
次
条
か

（
施
行
期
日
）

（
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

定
平
成
三
十
四
年
十
月
一
日

ら
附
則
第
四
条
ま
で
の
規
定
公
布
の
日

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
司
法
試
験
法

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
第
一
条
改
正
後
連
携
法
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

く
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第
四
条
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
五
条
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
法
務
大
臣
は
、
改
正
後
司
法
試
験
法
第
五
条
第
三
項
第
二
号
の
法
務
省
令
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
附
則
第

は｜
、

、
必
要
な
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
司
法
試
験
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
後
司
法
試
験
法
」

（
公
認
会
計
士
法
の
一
部
改
正
）

（
検
察
庁
法
の
一
部
改
正
）

（
司
法
試
験
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
司
法
修
習
生
と
な
る
資
格
を
得
た
者

そ
の
旨
を
文
部
科
学
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
文
部
科
学
大
臣
は
、
法
務
大
臣
に
対
し

’

と
し

ハ

シ
フ
。

）
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
法
務
省
令
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
と
き

－14－



第
六
条
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
税
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

（
税
理
士
法
の
一
部
改
正
）

（
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
九
条
第
一
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
第
四
号
中
「
、
司
法
試
験
」
及
び
「
（
司
法
試
験
に
お
い
て
は
、
民
法
）
」
を
削
り
、
同
項
中
第
五
号
を

三
司
法
修
習
生
と
な
る
資
格
を
得
た
者

四
司
法
修
習
生
と
な
る
資
格
を
得
た
者
（
高
等
試
験
司
法
科
試
験
に
合
格
し
た
者
を
除
く
。
）

五
司
法
修
習
生
と
な
る
資
格
を
得
た
者
（
高
等
試
験
司
法
科
試
験
に
合
格
し
た
者
を
除
く
。
）
民
法

1
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力
及
び
優
れ
た
資
質
を
有
す
る
法
曹
と
な
る
人
材
の
確
保
を
推
進
す
る
た
め
、
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
は
裁
判
官
、
検
察

院
に
お
け
る
教
育
と
の
円
滑
な
接
続
を
図
る
た
め
の
課
程
を
置
く
大
学
と
の
連
携
に
関
す
る
制
度
の
創
設
、
法
科
大
学
院
の
課

実
施
す
べ
き
こ
と
等
を
大
学
の
責
務
と
し
て
新
た
に
規
定
す
る
と
と
も
に
、
法
科
大
学
院
を
設
置
す
る
大
学
と
当
該
法
科
大
学

か
ん

官
又
は
弁
護
士
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
共
通
し
て
必
要
と
さ
れ
る
学
識
等
を
酒
養
す
る
た
め
の
教
育
を
段
階
的
か
つ
体
系
的
に

程
に
お
け
る
所
定
の
単
位
の
修
得
及
び
当
該
課
程
の
修
了
の
見
込
み
に
つ
い
て
当
該
法
科
大
学
院
を
設
置
す
る
大
学
の
学
長
が

認
定
し
た
者
に
対
す
る
司
法
試
験
の
受
験
資
格
の
付
与
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す

る
理
由
で
あ
る
。

法
曹
の
養
成
の
た
め
の
中
核
的
な
教
育
機
関
と
し
て
の
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
の
充
実
を
図
り
、
高
度
の
専
門
的
な
能

－

ｰ

理
由

○
・
日
Ｉ
Ｉ
Ｊ

『

合
７
７
０
１

(~ノ
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法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表

○
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

○
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）
：
：
：
…
：
…
：
：
：
：
：
：
…
…
…
：
…
：
：
Ⅳ

○
裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
）
（
第
五
条
関
係
）

四
十
号
）
（
第
四
条
関
係
）
…
…
…
・
・
：
…
：
：
…
：
：
…
…
…
：
…
…
・
…
ｕ

○
司
法
試
験
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

○
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
（
第
三
条
関
係
）

○
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
（
第
二
条
関
係
）
：
：
９

○
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
（
第
一
条
関
係
）

○
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）
：
…
…
．
：
…
…
：
：
・
岨

○
税
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）
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○
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）

（
法
曹
養
成
の
基
本
瑳
念
）
（
法
曹
養
成
の
基
本
理
念
）

二
条
法
曹
の
養
成
は
、
国
の
規
制
の
撤
廃
又
は
緩
和
の
一
層
の
第
二
条
法
曹
の
養
成
は
、
国
の
規
制
の
撤
廃
又
は
緩
和
の
一
層
の

涯
展
そ
の
他
の
内
外
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
よ
り
自
進
展
そ
の
他
の
内
外
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
よ
り
自

田
か
つ
公
正
な
社
会
の
形
成
を
図
る
上
で
法
及
び
司
法
の
果
た
す
由
か
つ
公
正
な
社
会
の
形
成
を
図
る
上
で
法
及
び
司
法
の
果
た
す

べ
き
役
割
が
よ
り
重
要
な
も
の
と
な
り
、
多
様
か
つ
広
範
な
国
民
べ
き
役
割
が
よ
り
重
要
な
も
の
と
な
り
、
多
様
か
つ
広
範
な
国
民

の
要
請
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
高
度
の
専
門
的
な
法
律
知
識
、
の
要
請
に
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
高
度
の
専
門
的
な
法
律
知
識

幅
広
い
教
養
、
国
際
的
な
素
養
、
豊
か
な
人
間
性
及
び
職
業
倫
理
、
幅
広
い
教
養
、
国
際
的
な
素
養
、
豊
か
な
人
間
性
及
び
職
業
倫

を
備
え
た
多
数
の
法
曹
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
国
の
理
を
備
え
た
多
数
の
法
曹
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み

磯
関
、
大
学
そ
の
他
の
法
曹
の
養
成
に
関
係
す
る
機
関
の
密
接
な
、
国
の
機
関
、
大
学
そ
の
他
の
法
曹
の
養
成
に
関
係
す
る
機
関
の

浬
携
の
下
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
密
接
な
連
携
の
下
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ

と
す
る
。
．
る
も
の
と
す
る
。

｜
法
科
大
学
院
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
一
法
科
大
学
院
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十

六
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
門
職
大
学
院
で
あ
六
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
門
職
大
学
院
で
あ

っ
て
、
法
曹
に
必
要
な
学
識
及
び
能
力
を
培
う
こ
と
を
目
的
と
っ
て
、
法
曹
に
必
要
な
学
識
及
び
能
力
を
培
う
こ
と
を
目
的
と

す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
・
）
に
お
い
て
、
法
曹
の
養
成
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
法
曹
の
養
成

の
た
め
の
中
核
的
な
教
育
機
関
と
し
て
、
各
法
科
大
学
院
の
創
の
た
め
の
中
核
的
な
教
育
機
関
と
し
て
、
各
法
科
大
学
院
の
創

意
を
も
っ
て
、
入
学
者
の
適
性
の
適
確
な
評
価
及
び
多
様
性
の
意
を
も
っ
て
、
入
学
者
の
適
性
の
適
確
な
評
価
及
び
多
様
性
の

確
保
に
配
慮
し
た
公
平
な
入
学
者
選
抜
を
行
い
、
少
人
数
に
よ
確
保
に
配
慮
し
た
公
平
な
入
学
者
選
抜
を
行
い
、
少
人
数
に
よ

る
密
度
の
高
艸
階
隆
雁
岼
は
仰
卜
陀
僻
陵
Ⅳ
朧
噌
い
げ
に
は
川
俣
鵬
に
る
密
度
の
高
い
授
業
に
よ
り
、
将
来
の
法
曹
と
し
て
の
実
務
に

必
要
な
学
識
（
専
門
的
な
法
律
の
分
野
に
関
す
る
も
の
を
含
む
必
要
な
学
識
及
び
そ
の
応
用
能
力
（
弁
論
の
能
力
を
含
む
。
次

・
次
条
第
一
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
応
用
能
力
（
弁
条
第
三
項
に
お
伽
て
同
じ
。
）
並
び
に
法
律
に
関
す
る
実
務
の

論
の
能
力
を
含
む
。
同
項
に
お
伽
て
同
じ
。
）
並
び
に
法
律
に
基
礎
的
素
養
を
酒
養
す
る
た
め
の
理
論
的
か
つ
実
践
的
な
教
育

関
す
る
実
務
の
基
礎
的
素
養
を
酒
養
す
る
た
め
の
理
論
的
か
つ
を
体
系
約
に
実
施
し
、
そ
の
上
で
鼓
洛
な
戎
漬
評
価
及
び
修
了

｜ ノ
、 ノ
ー一一

（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

－1－

改
正
案
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（
国

第
三
条

念
」
充
実

学
院
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
学
識
及
び
能
力
並
び
に
素
養
を
酒

に
お
け
る
教
育
の
充
実
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
法
科
大

学
院
に
お
け
る
教
育
と
司
法
試
験
及
び
司
法
修
習
生
の
修
習
と
の

有
機
的
連
携
を
図
る
責
務
を
有
す
る
。

２
～
５
（
略
）

養
す
る
た
め
の
教
育
を
、
基
礎
的
又
は
共
通
し
て
履
修
さ
せ
る
べ

一|るおと
。け段

ｌ
い
隔
陥
ｌ
欧
隅
に
咋
朧
峡
岬
片
に
旧
い
ｋ
ｒ
ト
ー
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
隙
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

二
前
号
に
掲
げ
る
学
識
等
の
基
盤
の
上
に
酒
養
す
べ
き
次
に
掲

き
も
の
か
ら
応
用
的
又
は
選
択
に
よ
り
履
修
さ
せ
る
べ
き
も
の
へ

実
践
的
な
教
育
を
体
系
的
に
実
施
し
、

評
価
及
び
修
了
の
認
定
を
行
う
こ
と
。

二
・
三
（
略
）

（
大
学
の
責
務
）

イ|げ
る
学
識
並
び
に
法
的
な
推
論
、
分
析
、
構
成
及
び
論
述
の
能
力
を

し
て
必
要
と
さ
れ
る
学
識
等
（
専
門
的
な
法
律
知
識
そ
の
他
の

階
的
か
つ
体
系
的
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
法
科
大
学
院
に

る
教
育
の
充
実
に
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
努
め
る
も
の
と
す

裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁
護
士
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
共
通

の
責
務
）

国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
以
下
「
法
曹
養
成
の
基
本
理

と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
の

（
第
六
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
連
携
法
曹
基
礎
課
程

学専
門
的
な
法
律
の
分
野
に
関
す
る
学
識
等

識
等
及
び
能
力
並
び
に
素
養

そ
の
上
で
厳
格
な
成
績

(’ 1

（
大
学
の
責
務
）

第
四
条
大
学
は
、
法
曹
養
成
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
法
科
大

学
院
に
お
け
る
教
育
の
充
実
に
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。

（
国
の
責
務
）

第
三
条
国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
（
以
下
「
法
曹
養
成
の
基
本
理

念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
の

充
実
並
び
に
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
と
司
法
試
験
及
び
司
法

修
習
生
の
修
習
と
の
有
機
的
連
携
を
図
る
責
務
を
有
す
る
。

２
～
５

二
・
三
（
略
）

（
新
設
）

（
新
設
）

の
認
定
を
行
う
こ
と
。

へ

略
一

'､ノ

－2－
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1
第

窪| ハ, .割ﾛ，
五

条

ｌ能

五|状

？

ll
る
｝
）

I
力

と
が
で
き
る
。

そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項

法
律
に
関
す
る
実
務
の
基
礎
的
素
養

法
的
な
推
論
、
分
析
及
び
構
成
に
基
づ
い
て
弁
論
を
す
る

匡
グ
し
も
〆
錨

抄
圭
月
勿 、

１
１

へ へ

新
設

新
設

ー ー

(_ノ

Q
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31人'七'六’
る
適
合
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

。
團
攪
濁
曹
望
潤
調
倒
剖
燭
刊
ｕ
ｄ
週
凋
濁
利
対
判
陶
伺
刈
判

す
る
も
の
と
す
る
。

１
１

灘|lI
し
よ
う
と
す
る
者
を
対
象
と
す
る
入
学
者
選
抜
の
方
法

法
曹
養
成
連
携
協
定
の
有
効
期
間；

そ
の
他
必
要
な
事
項

／
１
１

、
、
〃
』

（ ノ
ー一

－4－



I

Ｉ
第
八
条

21 第
七
条

三’一’

口
す
る
。

不
利
益
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
連
携
法
科
大
学
院
に
お
け

る
教
育
と
連
携
法
曹
基
礎
課
程
に
お
け
る
教
育
と
の
円
滑
な
接

続
に
資
す
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適

れ
ば
な
ら
な
い
。

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け

認
定
を
受
け
た
法
曹
養
成
連
携
協
定
に
お
い
て
定
め
た
事
項
を
変

と
き
は
、
第
六
条
第
一
項
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
認
定
の
取
消
し
）

（
法
曹
養
成
連
携
協
定
の
変
更
）

合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

成
連
携
協
定
」
と
い
う
。
）
の
内
容
が
、
第
六
条
第
三
項
各
号

条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の

曹
養
成
連
携
協
定
の
内
容
が
、
連
携
法
曹
基
礎
課
程
の
学
生
の

し
よ
う
と
す
る
者
を
対
象
と
す
る
入
学
者
選
抜
に
関
し
、
文
部

科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
連
携
法
曹
基
礎
課
程
に
お

け
る
科
目
の
単
位
の
修
得
の
状
況
を
踏
ま
え
た
選
抜
を
行
う
こ

も
の
。
次
号
及
び
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
「
認
定
法
曹
養

と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
。

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
変
更
の
認
定
に
つ
い
て
準
用

第
六
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
法
曹
養
成
連
携
協
定
（
前

法
曹
養
成
連
携
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
そ
の
他
の
法

連
携
法
科
大
学
院
を
設
置
す
る
大
学
は
、
前
条
第
一
項
の

文
部
科
学
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

（
新
設
）

（
新
設
）

－5－



第
十
一
条

第
三’
学
院
に
入
学
し
よ
う
と
す
る
者

。
濁
詞
劃
圃
倒
制
副
詞
倒
叫
州
刎
対
判
刎
調
潤
劃
偶
荊
ｕ
司
濁

一’

！ I '1
と

き
◎

行
う
も
の
と
す
る
。

の
適
確
な
評
価
及
び
多
様
性
の
確
保
に
資
す
る
よ
う
、
入
学
者
選

（
法
科
大
学
院
に
係
る
設
置
基
準
）

（
職
業
経
験
を
有
す
る
者
等
へ
の
配
慮
一I

科
大
学
院
に
入
学
し
よ
う
と
す
る
者

嗣
業
者
そ
め
他
匝
澗
業
侭
験
を
右

曽
養
戎
連
際
協
定
を
締
結
し
上

ｂ

ｌ

‐

心

（

新

設

）

（
新
設
）

（
新
設
）
ゞ

(~ノ

－6－



p

含
め
て
行
う
も
の
と
す
る
。

１３
文
部
科
学
大
臣
は
、
法
科
大
学
院
の
教
育
研
究
活
動
の
状
況
に

21 第
十
二
条
文
部
科
学
大
臣
は
、
法
科
大
学
院
の
教
育
研
究

状
況
に
つ
い
て
の
評
価
を
行
う
者
の
認
証
の
基
準
に
係
る

育
法
第
百
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
細
目
を
定
め
る
と
き

の
者
の
定
め
る
法
科
大
学
院
に
係
る
同
法
第
百
九
条
第
四

定
す
る
大
学
評
価
基
準
の
内
容
が
法
曹
養
成
の
基
本
理
念

養
成
の
基
本
理
念
及
び
第
四
条
に
規
定
す
る
大
学
の
責
務
を
踏
ま

え
た
も
の
と
な
る
よ
う
に
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
科
大
学
院
の
認
証
評
価
等
）

う
。
）
を
定
め
る
と
き
は
、
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
が
法
曹

第
三
条
に
規
定
す
る
設
置
基
準
（
以
下
単
に
「
設
置
基
準
」
と
い

携
法
科
大
学
院
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
の
実
施
状
況
を

定
法
曹
養
成
連
携
協
定
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
連
携
法
科
大
学
院

次
項
に
お
い
て
単
に
「
認
証
評
価
機
関
」
と
い
う
。
）
が
行
う
認

四
条
に
規
定
す
る
大
学
の
責
務
（
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
定

る
法
科
大
学
院
に
係
る
設
置
基
準
を
含
む
。
）
を
踏
ま
え

と
な
る
よ
う
に
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
い
て
認
証
評
価
を
行
っ
た
認
証
評
価
機
関
か
ら
学
校
教
育
法
第

百
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
結
果
の
報
告
を
受
け
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
法
務
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

に
つ
い
て
は
、
当
該
認
定
法
曹
養
成
連
携
協
定
に
お
い
て
当
該
連

る
認
証
評
価
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
認
証
評
価
」
と
い
う
。
）

の
教
育
研
究
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
の
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

学
校
教
育
法
第
百
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
証
評
価
機
関
（

′" 、L

( I

活
動
の

学
校
教

は
、
そ

項
に
規

及
び
第

め
ら
れ

た
も
の

’

’

第
五
条
文
部
科
学
大
臣
は
、
法
科
大
学
院
の
教
育
課
程
、

１２
文
部
科
学
大
臣
は
、
法
科
大
学
院
の
教
育
研
究
活
動
の
状
況
に

同
法
第
三
条
に
規
定
す
る
設
置
基
準
を
含
む
。
）
を
踏
ま
え
た
も

の
と
な
る
よ
う
に
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

の
状
況
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

準
に
係
る
学
校
教
育
法
第
百
十
条

め
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
定
め
る

九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
大
学
評

基
本
理
念
（
こ
れ
を
踏
ま
え
て
定

織
そ
の
他
教
育
研
究
活
動
の
状
況

動
の
状
況

機
関
が
行
う
法
科
大
学
院
の
教
育
研
究
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
の

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
証
評
価
を
行
っ
た
認
証
評
価
機
関

ｌ

か
ら
同
法
第
百
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
結
果
の
報
告
を

つ
い
て
、
学
校
教
育
法
第
百
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
証
評
価

（
法
科
大
学
院
の
認
証
評
価
等
）

ILノ

（
以
下
単
に
「
教
育
研
究
活
動

に
つ
い
て
の
評
価
を
行
う
者
の
認
証
の
基

第
百
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
細
目
を
定

の
定
め
る
法
科
大
学
院
に
係
る
同
法
第
百

る
大
学
評
価
基
準
の
内
容
が
法
曹
養
成
の

ま
え
て
定
め
ら
れ
る
法
科
大
学
院
に
係
る

教
員
組

－7－



－

第
十
三
条

け
る
教
育

と
の
有
機

43

ば
な
ら
な
い
。

２
文
部
科
学
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
２
（
同
上
）

そ
の
旨
を
法
務
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
法
務
大
臣
は
、
文
部
科
学
大
臣
に
対
し
、
必
要
な
意
見
を

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

育

と法
司務
法大
試臣
験及
とび

の文

有部
機科
的学
連大
携臣
をは

確、
保法
す科
る大

た学
め院
、に

必お

要け
がる

あ教

4

と

の文

有部
機科
的学
連大
携臣
をは
確、

保法
す科
る大

た学

め院
、に
必お

要け
がる

あ教
る育
とと

認司

め法
る試

と験

を
求
め
、
又
は
大
学
そ
の
他
の
法
曹
の
養
成
に
関
す
る
機
関
の
意

見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
他
の
法
曹
の
養
成
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
相
互
に
協
議

口

る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
科
大
学
院
の
学
生
の
収
容
定
員
の
総
数
一
き
は
、
法
務
大
臣
に
対
し
、
協
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
法
科
大
学
院
に
係
る
設
置
基
準
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
改
廃
一
法
科
大
学
院
に
係
る
学
校
教
育
法
第
三
条
に
規
定
す
る
設
置

し
よ
う
と
す
る
と
き
。

基
準
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

二
・
三
（
略
）
二
・
三
（
略
）

（
略
）
３
（
略
）

（
法
務
大

臣
と
文
部
科
学
大
臣
と
の
関
係
）
（
法
務
大
臣
と
文
部
科
学
大
臣
と
の
関
係
）

法
務
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
は
、
法
科
大
学
院
に
お
第
六
条
（
同
上
）

の
充
実
及
び
法
科
大
学
院
に
お
け
る
教
育
と
司
法
試
験

的
連
携
の
確
保
を
図
る
た
め
、
相
互
に
協
力
し
な
け
れ

、
．
。

（ 、1
1 .

受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
法
務
大
臣
に
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

し）
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○
法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）

〆 画、

（ 、
『

イ
、 ノ
、一一〃

（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

－9－

（
法
科
大
学
院
の
教
育
課
程
等
の
公
表
）

第
五
条
（
略
）

一

’
＄
一

一

一

へ

略
一

四
当
該
法
科
大
学
院
に
お
け
る
司
法
試
験
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
四
十
号
）
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
認

定
の
基
準
及
び
実
施
状
況

i
五
・
六
（
略
）

（
法
務
大
臣
と
文
部
科
学
大
臣
と
の
関
係
）

第
十
三
条
（
略
）

２
（
略
）

’3

法
務
大
臣
は
、
司
法
試
験
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
法
務
省

令
を
制
定
し
、
又
は
こ
れ
を
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か

じ
め
、
そ
の
旨
を
文
部
科
学
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
文
部
科
学
大
臣
は
、
法
務
大
臣
に
対
し
、

必
要
な
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

’
４
．
５
（
略
）

改
正
案

（
法
科
大
学
院
の
教
育
課
程
等
の
公
表
）

第
五
条
（
略
）

一

＄
一

一

一

へ

略
一

（
新
設
）’

四
・
五
（
略
）

（
法
務
大
臣
と
文
部
科
学
大
臣
と
の
関
係
）

第
十
三
条
（
略
）

２
（
略
）

（
新
設
）’

３
．
４
（
略
）

現

行



○

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

/一、
《 ’

（
第
三
条
関
係
）

(、 ノ
、一－一

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

-10-

第
百
二
条
（
略
）

②
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
学
院
を
置
く
大
学
は
、

文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
八
十
三
条
の
大
学

に
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
年
数
以
上
在
学
し
た
者
（
こ
れ
に
準

ず
る
者
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
っ

て
、
当
該
大
学
院
を
置
く
大
学
の
定
め
る
単
位
を
優
秀
な
成
績
で

修
得
し
た
と
認
め
る
も
の
へ

当
該
単
位
の
修
得

の
状
況
及
び
こ

れ

を

含
む
。
）
を
、
当
該
大
学
院
に
入
学
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

改
正
案

第
百
二
条
（
略
）

②
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
学
院
を
置
く
大
学
は
、

文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
八
十
三
条
の
大
学

に
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
年
数
以
上
在
学
し
た
者
（
こ
れ
に
準

ず
る
者
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
っ

て
、
当
該
大
学
院
を
置
く
大
学
の
定
め
る
単
位
を
優
秀
な
成
績
で

修
得
し
た
と
認
め
る
も
の
を
、
当
該
大
学
院
に
入
学
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

現
行



○
2 32

一

司
法
試
験
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）

； に
融
何

条今
岡
ケ

。I 〃

｜
ユ
ー
ユ
ノ
星

の
っ
て
、

リ
ブ
ｏ
Ｊ
ｂ
の

己
散
寄
り

険 略溺

|ま 、-″⑦
目

、

皆| 藍

》
庇
』
家

~ ､

／ 1

■
ｒ
■
■

γ
系

へ

第
四
条
関
係丁

『
し
■
釧
必

（
司

第
四
冬

2 3
…

（
畔

司
法

院
課
程

廃
の
下

＄ 未図
鎚

犀
睦
謬
〃

（
略
） 認

α
目
献
等
）

略
）験

は
、
第
四
条
筌

（
ー

ｘ
験
者
の
左

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

-11-

改
正
案

現
行



2131
該
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
法
科
大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
者
そ
の
修
了
の
日
後
の

最
初
の
四
月
一
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間

'電|書
｜ カミ

’ 二
司
法
試
験
予
備
試
験
に
合
格
し
た
者
そ
の
合
格
の
発
表
の

日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間

こ
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
前
号
の
法
科
大
学
院
の
課
程
に
在
学

一
法
科
大
学
院
の
課
程
に
在
学
す
る
者
で
あ
っ
て
、
法
務
省
令

ﾛ’ イ’ 学
の
学
長
が
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と

四
月
一
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間

に
つ
い
て
認
定
を
し
た
も
の

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
法
科
大
学
院
を
設
置
す
る
大

し
て
い
る
間
に
最
初
に
司
法
試
験
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
の

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
司
法
試
験
は
、
第
一
号
に
掲
げ

前
項
の
規
定
に
よ
り
司
法
試
験
を
受
け
た
者
が
同
項
第
一
号
の

が
あ
る
こ
と
。

科
目
の
単
位
を
い
う
。
）
を
修
得
し
て
い
る
こ
と
。

判
定
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
法
務
省
令
で
定
め
る

検
察
官
又
は
弁
護
士
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
な
学
識
及

ぴ
そ
の
応
用
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
司
法
試
験
に
よ
り

一
年
以
内
に
当
該
法
科
大
学
院
の
課
程
を
修
了
す
る
見
込
み

当
該
法
科
大
学
院
に
お
い
て
所
定
科
目
単
位
（
裁
判
官
、

司
法
試
験
が
行
わ
れ
る
日
の
属
す
る
年
の
四
月
一
日
か
ら

ｌ

、

第
二
号
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
が
で
き

，一‐1、

('1

4

F

I

（
新
設
）

（
新
設
）

院
課
程
」
と

最
初
の
四
月

二
（
同
上
）

一
法
科
大
学
院
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十

す
る
も
の
を
い
う
。

六
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
門
職
大
学
院
で
あ

っ
て
、
法
曹
に
必
要
な
学
識
及
び
能
力
を
培
う
こ
と
を
目
的
と

学
識

ー

い
声
フ
。
）

一

日
か
ら

ｊ
ノ
グ
グョ
ー

延

１

…

の
課
を
修
五
年

程
（
次
項
に
お
い
て
「
法
科
大
学

了
し
た
者
そ
の
修
了
の
日
後
の

を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間

、
｛

－12－



、
、
ｊ
ｊ
ｆ

41

（
司
法
試
験
予
備
試
験
）

第
五
条
（
略
）

２
短
答
式
に
よ
る
筆
記
試

涯
【
″
／
◎一
憲
法

二
行
政
法

三
民
法

四
商
法

五
民
事
訴
訟
法

六
刑
法

七
刑
事
訴
訟
法

八
一
般
教
養
科
目

’
初
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
項
の
規
定
に
よ
り
最
初
に
司
法
試
験

法
科
大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
場
合
に
お
け
る
第
一
項
第
一
号

程
を
修
了
し
、
又
は
退
学
し
た
後
の
期
間
を
除
く
。
）
を
い
う
。

）
に
お
い
て
は
、
他
の
受
験
資
格
に
基
づ
い
て
司
法
試
験
を
受
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

各
号
に
定
め
る
期
間
又
は
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
期
間
（
同
号

当
該
法
科
大
学
院
を
設
置
す
る
大
学
の
学
長
の
認
定
を
い
う
。
以Ｉ

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
応
す
る
受
験
期
間
（
第
一
項

大
学
院
の
課
程
の
修
了
若
し
く
は
司
法
試
験
予
備
試
験
の
合
格
又Ｉ

、
そ
の
受
験
に
係
る
受
験
資
格
（
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
法
科ｌ法科

を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
の
」
と
す
る
。

は
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
科
大
学
院
の
課
程
の
在
学
及
び

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
そ
の
修
了
の
日
後
の
最

の
最
初
に
司
法
試
験
を
受
け
た
日
に
在
学
す
る
法
科
大
学
院
の
課

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
司
法
試
験
を
受
け
た
者
は

験
は
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行

I

I

〆‐‐、
1

２
前
項
の
規
定
に

係
る
受
験
資
格
（

了
又
は
司
法
試
験

い
て
同
じ
。
）
に

間
を
い
う
。
）
に

試
験
を
受
け
る
こ

（
司
法
試
験
予
備
試
験
）

第
五
条
（
略
）

２
（
同
上
）

一

1
八

（
同
上

同
項
各
号

予
備
試
験

対
応
す
る

お
い
て
は

と
は
で
き

ー

よ
り
司
法

（ ノ、 配

な 、受のに試
験
を
受
け

規
定
す
る

合
格
を
い

験
期
間
（

他
の
受
験

い
。

前
項
各
号

資
格
に
基

法
科
大
学

う
。
以
下

た
者
は
、
・
そ
の
受

院
課
程

こ
の
項

に
定
め

づ
い
て

験
に
の
修
に
お
る
期
司
法

-13-



第 3

二'一格
し論定

め
る
科
目
の
う
ち
受
験
者
の
あ
ら
か
じ
め
選
択
す
る
一
科
目

三
法
律
実
務
基
礎
科
目
（
法
律
に
関
す
る
実
務
の
基
礎
的
素
養
二
（
同
上
）

（
実
務
の
経
験
に
よ
り
修
得
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い

て
の
科
目
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

４
．
５
（
略
）
４
．
５
（
略
）

（
司
法
試
験
委
員
会
の
意
見
の
聴
取
）
（
司
法
試
験
委
員
会
の
意
見
の
聴
取
）

（
司
法
試
験
委
員
会
の

若
し
く
は
第
五
項
の
法

す
る
と
き
は
、
司
法
試

な
い
。

六
条
法
務
大
臣
は
、

前
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
科
目

専
門
的
な
法
律
の
分
野
に
関
す
る
科
目
と
し
て
法
務
省
令
で

文
式
に
よ
る
筆
記
試
験
は
、
短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験
に
合

た
者
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

第
三
条
第
三
項
又
は
前
条
第
三
項
第
二
号

務
省
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
し
よ
う
と

験
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら

三
条
第
三
項
又
は
前
条
第
三
項
第
二
号
一
第
六
条
法
務
大
臣
は
、
第
三
条
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
三
項

、
０
１

３
（
同
上
）

又
は
前
条
第
五
項
の
法
務
省
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
司
法
試
験
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

｜
前
項
各
号
に
掲
げ
る
科
目

（
新
設
）

( )
｝

、 〃
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○ I

裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
）

｝

（
第
五
条
関
係
）

( I
、 ，

I

’

’
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

I

’
I

－15－

口

第
六
十
六
条
（
採
用
）
司
法
修
習
生
は
、
司
法
試
験
に
合
格
し
た；

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
合
格
の
発
表
の
日
の
属
す
る
年
の
四
月
一

日

っ
て
、
法
曹
に
必
要
な
学
識
及
び
能
力
を
培
う
こ
と
を
目
的
と
す

る
も
の
を
い
う
。
）
の
課
程
を
修
了
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
中

か
ら
、
最
高
裁
判
所
が
こ
れ
を
命
ず
る
。

②
（
略
）

改
正
案

第
六
十
六
条
（
採
用
）
司
法
修
習
生
は
、
司
法
試
験
に
合
格
し
た

者
の
中
か
ら
、
最
高
裁
判
所
が
こ
れ
を
命
ず
る
。

②
（
略
）

現

行



○

検
察
庁
法

’

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）

、

｝
I

へ

附
則
第
五
条
関
係

’
1

酋

ノ

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

I
’

J

l
-16-

’

第
十
八
条
二
級
の
検
察
官
の
任
命
及
び
叙
級
は
、
左
の
資
格
の
一

を
有
す
る
者
に
就
い
て
こ
れ
を
行
う
。

一
司
法
修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
者

二
・
三
（
略
）

②
副
検
事
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
者
で
政
令
で
定
め
る
審
議
会
等
（
国
家
行
政
組

織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る

機
関
を
い
う
。
）
の
選
考
を
経
た
も
の
の
中
か
ら
も
こ
れ
を
任
命

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

’一
司
法
修
習
生
と
な
る
資
格
を
得
た
者

も

二
三
年
以
上
政
令
で
定
め
る
二
級
官
吏
そ
の
他
の
公
務
員
の
職

に
在
っ
た
者

③
（
略
）

改
正
案

第
十
八
条
（
同
上
）

一
（
同
上
）

二
～
三
（
略
）

②
（
同
上
）

’一

裁
判
所
法

（
昭
和
一
一

十

条
第
一
項
の
試
験
に
合
格

二
（
同
上
）

③
（
略
）

二
年
法
律
第
五
十
九
号
）

し
た

者

第
六
十
六

現

行



Ｉ

○

公
認
会
計
士
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百 ｝
一
一
一

’号
一

（
附
則
第
六
条
関
係
）

’

1
イ

ノ

1

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

’
｜

｜
I

I|

－17－

’

（
短
答
式
に
よ
る
試
験
科
目
の
一
部
免
除
等
）

第
九
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
そ

の
申
請
に
よ
り
、
短
答
式
に
よ
る
試
験
を
免
除
す
る
。

四'三一
●

二
（
略
）

高
等
試
験
本
試
験
に
合
格
し
た
者

司
法
修
習
生
と
な
る
資
格
を
得
た
者
（
高
等
試
験
司
法
科
試

験
に
合
格
し
た
者
を
除
く
。
）

２
～
４

へ

略
一

改
正
案

（
短
答
式
に
よ
る
試
験
科
目
の
一
部
免
除
等
）

第
九
条
（
同
上
）

2

＄ 四'三一
4 。

一

一
（
略
）

（
同
上
）

司
法
試
験
に
合
格
し
た
者

（
略
）

現

行
I



○
税
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）

～

ノ

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

－18－

（
受
験
資
格
）

第
五
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
税
理
士
試
験

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二
（
略
）

’三
司
法
修
習
生
と
な
る
資
格
を
得
た
者

四
公
認
会
計
士
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
認
会
計
士
試

験
の
短
答
式
に
よ
る
試
験
に
合
格
し
た
者
又
は
当
該
試
験
を
免

除
さ
れ
た
者
（
当
該
試
験
の
試
験
科
目
の
全
部
に
つ
い
て
試
験

を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）

五
（
略
）

２
～
４

へ

略
一

改
正
案

（
受
験
資
格
）

第
五
条
（
同
上
）

■■■■■■■■■D

●

一

一

へ

略
一

’三
司
法
試
験
に
合
格
し
た
者

四
（
同
上
）

五
（
略
）

２
～
４

へ

略
…

現
行



○
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）

（
､

）

／
一

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

－19－

一

（
試
験
の
免
除
）

第
十
条
（
略
）

23

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
申

請
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
科
目
に
つ
い
て
、
論
文
式
に
よ

る
試
験
を
免
除
す
る
。

一

1
一

一

一

へ

略ゞ

四
民
法
、
経
済
学
又
は
会
計
学
に
つ
い
て
高
等
試
験
本
試
験
又

’五’
は
公
認
会
計
士
試
験
を
受
け
、
そ
の
試
験
に
合
格
し
た
者
そ

の
試
験
に
お
い
て
受
験
し
た
科
目I’

験
に
合
格
し
た
者
を
除
く
。
）
民
法

六
民
法
、
経
済
学
又
は
会
計
学
に
つ
い
て
不
動
産
鑑
定
士
と
な

ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
な
専
門
的
学
識
を
有
す
る
者
と
し
て
政

令
で
定
め
る
者
民
法
、
経
済
学
又
は
会
計
学
の
う
ち
政
令
で

定
め
る
科
目

へ

略
一

改
正
案

（
試
験
の
免
除
）

第
十
条
（
略
）

2
一

（
同
上
）

＄
一

一

一

へ

略
一

四
民
法
、
経
済
学
又
は
会
計
学
に
つ
い
て
高
等
試
験
本
試
験
１

司
法
試
験
又
は
公
認
会
計
士
試
験
を
受
け
、
そ
の
試
験
に
合
格

し
た
者
そ
の
試
験
に
お
い
て
受
験
し
た
科
目

お
い
て
は
、
民
法
）

（
新
設
）

’五
（
同
上
）

３
（
略
）

（
司
法
試
験
に

現
行


